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各 位 
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会 社 名 株 式 会 社 東 祥 

代 表 取 締 役 社 長 沓 名  俊 裕 代 表 者 名 
（JASDAQ・コード 8920） 

問い合せ先  取締役管理本部長  桑 添  直 哉 
電 話 番 号 0 5 6 6 － 7 9 － 3 1 1 1 

 

発行価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ 

 
平成 21年 11月 16日開催の当社取締役会において決議いたしました新株式発行及び当社株式売出しに関し、発

行価格及び売出価格等が下記のとおり決定いたしましたので、お知らせいたします。 
なお、本件に関する引受人について、一部変更がございましたので合わせてお知らせいたします。 

 
記 

 
Ⅰ．発行価格及び売出価格等の決定について 
１．公募による新株式発行（一般募集） 

(1) 発 行 価 格 1株につき 540円 

(2) 発 行 価 格 の 総 額  540,000,000円 

(3) 払 込 金 額 1株につき 512.40円 

(4) 払 込 金 額 の 総 額  512,400,000円 

(5) 増 加 す る 資 本 金 及 び  
資 本 準 備 金 の 額 

 増加する資本金の額 
増加する資本準備金の額 

256,200,000円 

256,200,000円 

(6) 申 込 期 間 平成 21年 11月 26日（木）～平成 21年 11月30日（月） 

(7) 払 込 期 日 平成 21年 12月３日（木） 

（注）引受人は払込金額で買取引受を行い、発行価格で一般募集を行います。 

 
２．当社株式の売出し（オーバーアロットメントによる売出し） 

(1) 売 出 株 式 数 150,000 株 

(2) 売 出 価 格 1株につき 540円 

(3) 売 出 価 格 の 総 額  81,000,000円 

(4) 申 込 期 間 平成 21年 11月26日（木）～平成 21年 11月 30日（月） 

(5) 受 渡 期 日 平成 21年 12月４日（金） 

 
３．第三者割当による新株式発行 

(1) 払 込 金 額 1株につき 512.40円 

(2) 払 込 金 額 の 総 額  （上限） 76,860,000円 

(3) 増 加 す る 資 本 金 及 び     

資 本 準 備 金 の 額 
 

 

増加する資本金の額 
増加する資本準備金の額 

（上限） 
（上限） 

38,430,000円 

38,430,000円 

(4) 申 込 期 間 （ 申 込 期 日 ）  平成 21年 12月24日（木） 

(5) 払 込 期 日 平成 21年 12月25日（金） 
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【ご参考】 

 
１．発行価格及び売出価格の算定 

(1) 算定基準日及びその価格 平成 21年 11月 25日（水） 560円 

(2) ディスカウント率  3.57％ 

 
２．オーバーアロットメントによる売出しについて 
前記「２．当社株式の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）」に記載のオーバーアロットメントによ
る売出しは、前記「１．公募による新株式発行（一般募集）」に記載の一般募集にあたり、その需要状況等を勘案
した結果行われる、一般募集の主幹事会社である東海東京証券株式会社が当社株主から 150,000 株を上限として
借入れる当社普通株式の売出しであります。 
これに関連して、東海東京証券株式会社が上記当社株主より借入れた株式（以下「借入れ株式」という。）の返
還に必要な株式を東海東京証券株式会社に取得させるために、当社は平成 21 年 11 月 16 日（月）開催の取締役
会において、東海東京証券株式会社を割当先とする当社普通株式 150,000 株の第三者割当増資（以下「本件第三
者割当増資」という。）を、平成 21 年 12 月25 日（金）を払込期日として行うことを決議しております。 
また東海東京証券株式会社は、平成 21年 12月１日（火）から平成21 年 12 月 18 日（金）までの間（以下「シ
ンジケートカバー取引期間」という。）、借入れ株式の返還を目的として、株式会社ジャスダック証券取引所にお
いてオーバーアロットメントによる売出しに係る株式数（150,000株）を上限とする当社普通株式の買付け（以下
「シンジケートカバー取引」という。）を行う場合があります。東海東京証券株式会社がシンジケートカバー取引
により取得したすべての当社普通株式は、借入れ株式の返還に充当されます。 
なおシンジケートカバー取引期間内において、東海東京証券株式会社の判断でシンジケートカバー取引をまっ
たく行わず、又はオーバーアロットメントによる売出しに係る株式数（150,000株）に至らない株式数でシンジケ
ートカバー取引を終了させる場合があります。 
さらに東海東京証券株式会社は、一般募集及びオーバーアロットメントによる売出しに伴って安定操作取引を
行うことがあり、当該安定操作取引により買付けた当社普通株式の全部又は一部を借入れ株式の返還に充当する
ことがあります。 
オーバーアロットメントによる売出しに係る株式数から安定操作取引及びシンジケートカバー取引によって取
得し、借入れ株式の返還に充当する株式数を減じた株式数について、東海東京証券株式会社は本件第三者割当増
資に係る割当てに応じ、当社普通株式を取得する予定であります。そのため本件第三者割当増資における発行数
の全部又は一部につき申込みが行われず、その結果、失権により本件第三者割当増資における最終的な発行数が
その限度で減少し、又は発行そのものが行われない場合があります。 

 
３．今回の調達資金の使途 

一般募集及び本件第三者割当増資に係る手取概算額合計 581 百万円については、全額スポーツクラブ事業に

おける建物、建物付属設備、差入保証金及び新規出店に伴う広告宣伝費等に充当する予定であります。 
なお、当社の重要な設備の新設等の計画の詳細については、平成 21年 11月 16日に公表いたしました「新株

式発行及び株式売出しに関するお知らせ」をご参照下さい。 
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Ⅱ．引受人の変更について 
平成 21年 11月 16日に公表した「新株式発行及び株式売出しに関するお知らせ」につき、以下のとおり一部変更

がありました。 

 
１．公募による新株式発行（一般募集） 

(4) 募 集 方 法  

（変更前） 一般募集とし、東海東京証券株式会社、大和証券エスエムビーシー株式会社、三菱Ｕ
ＦＪ証券株式会社及びみずほ証券株式会社（以下「引受人」という。）に全株式を買取
引受けさせる。 
なお一般募集における発行価格（募集価格）は、日本証券業協会の定める有価証券の
引受け等に関する規則第 25 条に規定される方式により、発行価格等決定日における
株式会社ジャスダック証券取引所の当社普通株式の終値（当日に終値のない場合は、
その日に先立つ直近日の終値）に 0.90～1.00 を乗じた価格（ 1 円未満端数切捨て）
を仮条件として、需要状況等を勘案した上で決定する。 
 

（変更後） 一般募集とし、東海東京証券株式会社、大和証券エスエムビーシー株式会社及びみず
ほ証券株式会社（以下「引受人」という。）に全株式を買取引受けさせる。 
なお一般募集における発行価格（募集価格）は、日本証券業協会の定める有価証券の
引受け等に関する規則第 25 条に規定される方式により、発行価格等決定日における
株式会社ジャスダック証券取引所の当社普通株式の終値（当日に終値のない場合は、
その日に先立つ直近日の終値）に 0.90～1.00 を乗じた価格（ 1 円未満端数切捨て）
を仮条件として、需要状況等を勘案した上で決定する。 

 
※訂正箇所は  罫で示してあります。 

 
以上 


